
各種国家資格、免許等における旧姓使用の現状等について 令和７（2025）年５月31日現在

資格名
[創設年度]

① 資格取得時から旧姓使用がで
きるもの

※　制度や運用上、旧姓使用を特段禁
止していないものも含む

②　資格取得後に改姓した場合は
旧姓使用ができるもの

※　資格取得後に改姓があったとして
も、届出等の義務がないため、そのま
ま旧姓使用が可能なものを△として計
上

③　現状では旧姓使用ができない
もの

④　当該資格の資格証、免許証等
における旧姓の表記方法等

⑤　備考（④についてその他を選
択した場合）
※自由記載

旧姓使用に関する対応予定等 備考

・無線通信士（総合、
海上、航空）

無線従事者 ・陸上無線技術士

[昭和25年度]
・特殊無線技士（陸
上、海上、航空）

・アマチュア無線技士

電気通信主任
技術者

・伝送交換主任技術者 総務大臣

[昭和60年度] ・線路主任技術者
[資格者証の交
付]

工事担任者 ・第二級アナログ通信 総務大臣

[昭和60年度] ・第一級デジタル通信
[資格者証の交
付]

・第二級デジタル通信

・総合通信

行政書士
日本行政書士会
連合会

[昭和26年度]
[行政書士名簿に
登録]

危険物取扱者 ・甲種 都道府県知事

[昭和34年度] ・乙種
[危険物取扱者免
状の交付]

・丙種

消防設備士
・甲種(特類、第１～５
類)

都道府県知事

[昭和41年度] ・乙種(第１～７類) [免状の交付]

防火管理者

都道府県知事、
消防長、登録講
習機関（（一
財）日本防火・
防災協会）

[昭和36年度] [修了証を交付]

1 総務省 電波法
総務大臣(地方総
合通信局長等)
[免許証の交付]

No. 所管府省 根拠法 資格の種類
資格付与者 [付

与方法]

〇

旧姓使用の現状について

制度担当部署

総務省総合通信基盤局電波部電波政策課検
定制度係
℡　03-5253-5876

旧姓を併記－旧姓を括弧書き

総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気
通信技術システム課審査係
℡　03-5253-5862

3 総務省
電気通信事業
法

・第一級アナログ通信

2 総務省
電気通信事業
法

○ 旧姓を併記－旧姓を括弧書き

旧姓を併記－旧姓を括弧書き

5 総務省 消防法

総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気
通信技術システム課審査係
℡　03-5253-5862

4 総務省 行政書士法 ― ○

○

○
消防庁危険物保安室
℡　03-5253-7524

総務省自治行政局行政課
℡　03－5253－5510

○
消防庁予防課
℡　03-5253-7523

旧姓を併記－旧姓を括弧書き

旧姓を併記－旧姓を括弧書き

旧姓を併記－旧姓を括弧書き

6 総務省 消防法

消防庁予防課
℡　03-5253-7523

○7 総務省 消防法
・甲種

・乙種
その他（備考欄に記載）

併記を認めているが、その表記方
法については定めていない。



資格名
[創設年度]

① 資格取得時から旧姓使用がで
きるもの

※　制度や運用上、旧姓使用を特段禁
止していないものも含む

②　資格取得後に改姓した場合は
旧姓使用ができるもの

※　資格取得後に改姓があったとして
も、届出等の義務がないため、そのま
ま旧姓使用が可能なものを△として計
上

③　現状では旧姓使用ができない
もの

④　当該資格の資格証、免許証等
における旧姓の表記方法等

⑤　備考（④についてその他を選
択した場合）
※自由記載

旧姓使用に関する対応予定等 備考
No. 所管府省 根拠法 資格の種類

資格付与者 [付
与方法]

旧姓使用の現状について

制度担当部署

消防設備点検
資格者

・特種

登録講習機関
（（一財）日本
消防設備安全セ
ンター）

[昭和50年度] ・第一種 [免状を交付]

・第二種

防火対象物点
検資格者

登録講習機関
(（一財）日本消
防設備安全セン
ター)

[平成15年度]  [免状を交付]

自衛消防組織
統括管理者

都道府県知事、
消防長、登録講
習機関(（一財）
日本消防設備安
全センター)

[平成21年度] [修了証を交付]

防災管理者

都道府県知事、
消防長、登録講
習機関（（一
財）日本防火・
防災協会）

[平成21年度] [修了証を交付]

防災管理点検
資格者

登録講習機関
(（一財）日本消
防設備安全セン
ター）

[平成21年度] [免状を交付]

郵便認証司 総務大臣

[平成19年度] [任命書の交付]

8 総務省 消防法 ○
消防庁予防課
℡　03-5253-7523

9 総務省 消防法 ―
消防庁予防課
℡　03-5253-7523

10 総務省 消防法 ―

○

消防庁予防課
℡　03-5253-7523

○

消防庁予防課
℡　03-5253-7523

12 総務省 消防法 ―

11 総務省 消防法 ― ○

総務省情報流通行政局郵政行政部郵便課
℡　03-5253-5975

消防庁予防課
℡　03-5253-7523

13 総務省 郵便法 ― ○

○

その他（備考欄に記載）

その他（備考欄に記載）

その他（備考欄に記載）

その他（備考欄に記載）

旧姓を単記

その他（備考欄に記載）
併記を認めているが、その表記方
法については定めていない。

併記を認めているが、その表記方
法については定めていない。

併記を認めているが、その表記方
法については定めていない。

併記を認めているが、その表記方
法については定めていない。

併記を認めているが、その表記方
法については定めていない。


	調査票

